
議提議案第６号  

  

国に私学助成の拡充を求める意見書の提出について 

 

国に私学助成の拡充を求める意見書を別紙のとおり提出するものとする。 

 

令和７年１２月１５日提出 

 

提出者 秦野市議会議員 川 口   薫  

賛成者    同    田 中 めぐみ  

同     同    石 川   潤  

同     同    間 地   薫  

同     同    福 森 真 司  

同     同    高 橋 文 雄  

同     同    阿 蘇 佳 一  

同     同    横 溝 泰 世  

 

提案理由 

公私の学費格差をさらに改善し、全ての子どもたちの学ぶ権利を保障するた

め、私学助成の一層の拡充を図るよう、国に意見書を提出するものであります。 



国に私学助成の拡充を求める意見書 

 

令和７年３月３１日に、公私ともに年収９１０万円以上の全世帯に対して、

年額１１８，８００円を支援するための補正予算が成立した。自民党・公明

党・日本維新の会の３党が同年２月に合意した内容では、令和８年度から授業

料支援額を令和７年度の私立高校授業料平均額に相当する４５７，０００円に

引き上げ、年収５９０万円の所得制限も撤廃することが盛り込まれている。 

しかし、教育の無償化がこれで完成したわけではない。第一に、文部科学省

は令和７年度の制度拡充を令和７年度限りの新規事業とし、令和８年度につい

ては別途検討中としている。第二に、授業料が実質的に無償化になったとして

も、入学金や施設整備費などの高額な私費負担が残っている。第三に、私立学

校への経常費助成は、公立高校生一人当たりの公費支出額の３割にとどまって

いる。 

不登校やいじめの件数が過去最多を更新し、教員の長時間労働やなり手不足

にも解決の見通しが見えない中で、学校教育の再生には、教育予算そのものを

増やすことが根本的な解決策となることは明らかである。 

したがって、国においては、公私の学費格差をさらに改善し、全ての子ども

たちの学ぶ権利を保障するため、私学助成の一層の拡充を要望するものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和７年１２月１５日 

  

衆 議 院 議 長 

様 

参 議 院 議 長 

内閣総理大臣 

総 務 大 臣 

財 務 大 臣 

文部科学大臣 

 

秦野市議会議長 相 原  學    


